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第2章 指定福祉避難所の確保

第3章 市町および施設における平常時の取組

第4章 市町および施設における災害時の取組

第5章 研修・訓練

ガイドラインの構成

第１章では、指定福祉避難所について考える上で、市町や関係機関、団体等の関係者が把

握・理解しておくべき基本事項について紹介しました。

次ページからは、指定福祉避難所等の確保及び開設・運営のために取り組む事項とポイント

等について、次の４部構成でまとめています。

市町において指定福祉避難所をあらかじめ確保し、周知するための取組の進め方やポイント

について、示しています。

災害時に迅速かつ円滑に指定福祉避難所を開設・運営するために、市町（全般管理側）と施設

（施設管理側）が平常時に取り組むべき事項とポイントについて、示しています。

災害時の指定福祉避難所の開設・運営において、市町（全般管理側）と施設（施設管理側）が連

携して取り組む事項とポイントについて、示しています。

指定福祉避難所に関する周知を図るための研修や、開設・運営に必要な対応力を身につける

ための訓練の企画・運営の内容やポイントについて、示しています。

次ページから、

指定福祉避難所の確保・開設・運営に向けた取組を確認していきましょう！
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第2章 目次

第2章では、市町において指定福祉避難所をあらかじめ確保し、周知するための取組の

進め方やポイントについて、事例を交えて説明します。

記載内容をもとに、市町の状況を踏まえながら、指定福祉避難所に関する市町として

の考え方を検討・整理しましょう。
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（３）受入の考え方の整理

（１）指定要件の整理

（2）指定目標の検討

（１）役割分担の検討

（2）開設・運営に関する考え方の整理

（3）開設・運営にかかる費用の考え方の整理

（１）設置・運営に関する調整

（2）協定の締結

（1）受入対象者の確認

（2）受入対象者の調整

（1）指定福祉避難所の公示・周知

（１）「受入対象となる者」の把握 （2）利用可能な施設の把握

「指定福祉避難所の確保」 流れと主な取組

市町で進める「指定福祉避難所の確保」にあたり求められる主な取組とその基本的な流れについて、

次のとおり示します。

１．基本的な考え方の整理

□ 要配慮者と必要な支援との関係を理解しながら、市町としての「受入対象となる者」を

確認します。

□ 各施設において主に受入対象となる者と、各施設の特徴（長所・課題など）への理解を

深めながら、市町において「対象となる施設」を確認します。

□ 「受入対象となる者」を最大規模の受入対象数として、その人数を「利用可能な施設」へ

受入れることを目標とした受入可能性を検討し、市町としての受入れの考え方及び避

難の流れを整理します。

2．指定要件・目標の検討

□ 災害対策基本法の基準を踏まえ、指定要件を検討・整理します。

□ 「施設等の分布状況」や「自然災害リスクと施設等との関係」を踏まえ、指定福祉避難所

を開設する候補となる施設を整理します。

３．開設・運営の考え方の整理

□ 指定福祉避難所の開設・運営における流れと市町・施設の相互の役割を確認の上、平

常時・災害時のそれぞれで整理します。

□ 開設・運営に関する考え方として、「受入環境」、「連絡体制」、「移送体制」、「支援人材」、

「物資・器材」について検討・整理します。

□ 開設・運営にかかる費用の考え方を検討し、あらかじめ定めておきます。

4．施設との調整・協定締結等

□ 指定候補となる施設の受入体制に関する状況を確認し、協議しながら利用条件を設定

します。

□ 市町であらかじめ整理した考え方をもとに調整し、施設と協定を締結します。

５．指定福祉避難所における直接避難の調整

□ 直接避難すべき対象者を抽出し、直接避難するための避難先（受入対象施設）を検討し

ます。

□ 直接避難を希望する対象者を確認し、本人や家族等の意向を踏まえて、受入先の施設

と調整します。

６．指定福祉避難所の公示・周知

□ 指定福祉避難所の受入対象者を調整の上、指定福祉避難所として公示・周知し、指定

福祉避難所に関する理解を図ります。

左図１～６の各段階における取組概要は次のとおりです。詳細は次ページ以降を参照ください。

〈「指定福祉避難所の確保」に向けた主な取組とその流れ〉
〈「指定福祉避難所の確保」における取組概要〉
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必要な支援の例要配慮者の例

• 音声による情報伝達や状況説明が必要

• 場所を移動する場合には、本人の意向の確認が必要
視覚障害

身
体
障
害
者

• 視覚情報（文字、絵図等）を活用した情報伝達や状況説明が不可欠

• できれば手話通訳者等の協力を得ることが望ましい
聴覚障害

• 車いす等の福祉用具の利用者も利用できるトイレや通路等の設備が必要

• 介助者等による介助が必要な場合がある（重度の場合には不可欠）
肢体不自由

• 穏やかに、ゆっくりと、簡潔な言葉で、説明する

• 本人の理解者がそばにいると、本人を安心させ適切な行動につなげやすい
知的障害者

• 一人ひとりの特性が異なることから、特性や必要な配慮について本人や

家族等に確認する必要がある
自閉症・発達障害

• 継続的な服薬が確保されるよう、医療機関などと連携した支援が必要精神障害者

• 情報伝達や避難行動に支援を要する場合がある

• 避難所生活において体調の変化に留意する必要がある

高齢者(一人暮らし、高齢者

のみ世帯 等）

• それぞれの疾患の特性に対応した、継続的な医療の確保が必要

• 必要に応じて指定福祉避難所や、医療機関等への移送を検討する

在宅の難病患者(人工呼吸器

等)、医療ケアを必要とする者

• 身体に配慮した適切な誘導等が必要

• 避難所では、妊産婦の体調の変化に留意し、配慮した対応が必要
妊産婦

• 保護者等による適切な誘導が必要

• 避難所では、乳幼児・児童の特性や育児等に配慮した対応が必要
乳幼児

災害リスクあり（数）受入対象と
なる者の概数

区分・程度
浸水土砂地震

９５81１００２５４要支援

高
齢
者

１２８１０６５４２８６1・2

要
介
護

３６４７７８１１０3

３９１９１２８３4

２６３２７５９5

１９７１６５１９２５３２独居・のみ

２８１２３761・2
身体

障
害
者

１１８６323～7

１６３２８35A・Ⓐ
知的

２０２３２５48B・Ⓑ

２９５131
精神

４９８152

基本的な考え方の整理

① 受入対象となる者を確認する

指定福祉避難所の受入対象となる者は、「要配慮者」のうち「身体等の状況が特別養護老人ホーム又

は老人短期入所施設等へ入所するには至らない程度の者であって、避難所での生活において、特別

な配慮を要する者」が基本です。具体的には、次の者が考えられます。

（１） 「受入対象となる者」の把握

指定福祉避難所の受入対象となる「要配慮者」と、指定福祉避難所として利用可能な「施設」を把握

して、「指定福祉避難所」を確保するための市町の基本的な考え方を整理します。

② 受入対象となる者の概数を把握する

住民基本台帳や要介護認定者の認定情報、障害支援区分等審査会の認定情報など市町が収集して

いる要配慮者に関する各種情報や「要配慮者」のことをよく知る人や団体から得られる情報をもとに、

市町における受入対象者の概数（家族を含めてよい）を把握します。
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 障害支援区分等審査会の認定情報

 障害総合支援法や児童福祉法に基づく

障害児・者サービスの請求情報等

 母子健康手帳の交付情報

【把握のもとになる各種情報の例】

 住民基本台帳

 避難行動要支援者名簿

 個別避難計画

 要介護認定者の認定情報

【受入対象となる者】 ※次の対象及びその家族まで含めて差し支えない

 高齢者（一人暮らし、高齢者のみ世帯 等）

 障害者（身体障害者（視覚障害、聴覚障害、肢体不自由 等）、知的障害者、精神障害者 等）

 妊産婦

 乳幼児

 医療的ケアを必要とする者（人工呼吸器や酸素供給装置、胃ろう等を使用し、たんの吸引や経

管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な者)

 病弱者等避難所での生活に支障をきたすため、避難所生活において何らかの特別な配慮を必

要とする者

表2-1-1：要配慮者と必要な支援との関係

１

基
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要配慮者と必要な支援との関係を理解しながら、市町としての受入対象となる者を確認しましょう！

「受入対象となる者」について、市町にある情報から全てを把握できるわけではありません。

市町において、「抜け・落ち・漏れ」なく把握するためには、次のような「要配慮者」のことをよく

知る人や団体からの情報も得る必要があります。

要配慮者をよく知る人や団体からの情報を得て、「抜け・落ち・漏れ」ない把握を！

 障害者団体

 難病・小児慢性特定疾患患者団体

 地縁団体

 相談支援機関 等

【要配慮者をよく知る人や団体の例】

 民生委員・児童委員

 身体障害者相談員

 知的障害者相談員

特別養護老人ホーム又は老人短期入所施設等の入所対象者はそれぞれ緊急入所等を含め、当該

施設で適切に対応されるべきであるため、原則として指定福祉避難所の受入対象者とはなって

いません。

③ 受入対象となる者の現況を整理する

現況等の把握が可能であるものについては、住

所、氏名、心身の状況、家族、介助者の状況、居住

場所の自然災害リスクなどについて把握し、整理

します。

その上で、介護区分や障害の程度など、受入対象

者の「種類・程度」に応じた概数を整理します。

また、住所地が自然災害リスクが高い場所にある

対象者の概数についても整理します。





① 対象となる施設を確認する

指定福祉避難所として利用可能な施設としては、社会福祉施設等のように現況において要配慮者の

避難（滞在）が可能な施設のほか、一般避難所のように現況では指定福祉避難所としての機能を有し

ていない場合でも、機能を整備することを前提に利用可能な場合も含みます。具体的には、次の施設

が考えられます。

（２） 利用可能な施設の把握

20 21

受入対象となる者の例
※各市町により定める

特徴（長所/課題など）施設の例

高齢者、障害者（介護を

必要とする方、一人暮ら

し、高齢者のみ世帯、日

頃から施設を利用して

いる方 等）

• 物資・器材、人材が一定程度整っている

• 避難者の受入れによって、既存入所者への対応に支障

をきたすことを防ぐため、専門職など不足する人員を

確保する必要がある

入所施設（高齢者

施設、障害者施設）

• 本来の施設機能が停止する場合、福祉避難所を開設で

きる

• 時間経過に伴って、本来の施設機能を取り戻すため、

福祉避難所を早めに解消する必要がある

• 夜間の対応についても検討する必要がある

通所施設（高齢者

施設、障害者施設）

知的障害者、精神障害

者、就学している障害児

放課後デイサービス

高齢者、障害者、妊産婦、

乳幼児、病弱者

• 一般の避難所として指定が進んでおり、福祉避難所確

保の交渉がしやすい

• 器材の準備や人員確保などに時間がかかるため、庁外

組織などの運営体制を確保する必要がある

• 開設が長期化した場合、施設の通常運用に支障が出る

可能性を踏まえ、事前に関係部局等と調整する

公的施設（コミュニ

ティセンター、保健

センター 等）

小中学校・公民館

特別支援学校の在学生、

障害のある未就学児

• 在校生やその家族などが慣れ親しんでいる場所に避難

することで安心感を持てる

• 障害種別に応じてバリアフリー化されている

• 人材の確保や備蓄等を支援する必要がある

• 開設が長期化した場合、施設の通常運用に支障が出る

可能性を踏まえ、事前に関係部局等と調整する

特別支援学校

妊産婦、乳幼児• 開設が長期化した場合、施設の通常運用に支障が出る

可能性を踏まえ、事前に関係部局等と調整する

学校施設等

自立している高齢者、

障害者、妊産婦、乳幼

児、病弱者

• 宿泊機能がすでに確保されている

• 必ずしもバリアフリーになっていない

• 生活支援を提供する人材の確保・派遣が必要である

宿泊施設

その他 救護施設、体育館 など

表2-1-2：対象となる施設と特徴の整理

【利用対象となる施設例】

 高齢者施設（入所施設、通所施設）

 障害者施設（入所施設、通所施設）

 小中学校・公民館

 特別支援学校

 その他社会福祉施設

 公的施設（コミュニティセンター、保健セン

ター、防災センター 等）

 各種学校施設等

 宿泊施設
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② 対象となる施設の概数を確認する

市町で管理している施設など公共施設に係る情報や、民間による社会福祉施設等の情報をもとに、

対象となる施設を洗い出し、その概数を把握します。

市町の施設に関する情報は所管課への確認等を通じて把握できます。高齢者施設及び障害者施設

については、次のリンクURLからも確認できます。

各施設の特徴（長所・課題など）への理解を深めながら、市町における対象施設について確認しま

しょう！

【施設情報のリンクURL】

 厚生労働省ホームページ 「介護事業所・生活関連情報検索」

kaigokensaku.mhlw.go.jp/

 広島県ホームページ 「施設一覧」

pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/263/shishetsuithiran-30nendo.html

 WAM NET（独立行政法人福祉医療機構） 「障害福祉サービス等情報検索」

wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/

③ 対象となる施設の現況を整理する

把握した施設について、各施設の名称や所有者・管理者、所在地と自然災害リスク、把握できる範囲

で使用可能なスペース（受入能力、容量）や建物・設備の状況など、施設の現況を整理します。

災害リスク低（数）施設

浸水土砂地震数種類

51117１８高齢者施設

5579障害者施設

利用可能な施設の中には、県が管理している施設や民間施設もあります。管理外であるとい

うことや、所管地域から外れるということから除外して考えるのではなく、様々な施設を対象

に把握を行いましょう。
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① 受入可能性を検討する

把握した「受入対象となる者」と「利用可能な施設」から最大規模の受入対象者数を「利用可能な施

設」へ受入れることを目標に、受入可能性を検討します。

（３） 受入れの考え方の整理

② 受入れの考え方を整理する

「①受入可能性を検討する」の結果を踏まえ、指定福祉避難所での受入れが難しい対象者に対してど

のように対応するかを含め、市町としての受入れの考え方を整理します。

次のような事例を参考にしながら、受入れの対象区分を検討しましょう。

災害リスク低（施設数）
受入想定

人数の概数
施設

浸水土砂地震
全体

1施設

あたり
数種類

人数人数人数

306851714529160532高齢者施設

2483311481654318障害者施設

40280480480204公的施設

150530010270９3303011
小中学校・

公民館

2012012012020１特別支援学校

0020120120201
看護学校・

大学

1532042043056宿泊施設

1051051471829その他

12061809200102402012一般避難所
(要配慮者スペ－ス）

受入対象となる者の“概数”と利用可能な施設の受入想定人数の”概数”との関係を確認する1

「受入対象者」の全てが、個々の心身の状況に適した「利用可能な施設」へ避難できるよう関連づけ

られることが望まれますが、施設の絶対数の不足や、心身の状況に合わせた施設の不足など、必ずし

もそのバランスが整うとは限らないため、次のような流れで検討します。

受入対象となる者と利用可能な施設における受入想定人数の概数を照らし合わせ、過不

足を確認します。

受入対象となる者の“区分・程度”と利用可能な施設の“概数”との関係から検討する2

１の結果、受入数が不足した場合には、受入対象者の区分・程度ごとの概数と、利用可能

な施設の概数を照らし合わせ、より関連性の高い対象者の受入れなどを検討します。これ

により、指定福祉避難所での受入れが難しい対象者の概数も明らかにします。

熊本市では、受入れる施設の種類を分類し、本

人の状態や状況、介助の必要性等の緊急性をも

とに、要配慮者のトリアージを行い、福祉避難所

で受入れる方を判断しています。

トリアージの結果、福祉避難所で受入れない方

については、緊急性の低い方は学校の体育館等

の一般の避難所における要配慮者スペースで受

入れ、緊急性の高い方を緊急入所として受入れ

るほか、医療機関への搬送により対応することに

しています。

事例 緊急性による整理

図2-１-1：福祉避難所等の対象者区分表

兵庫県ガイドラインでは、施設の長所や短所を

考慮し、受入対象者の程度に合わせて、施設を

「重度⇔軽度」で整理しています。その上で、それ

ぞれの受入対象者と必要な配慮や支援を想定し

ています。

事例 受入対象者の程度と施設の特徴による整理

表2-1-6：福祉ニーズの判断基準の例

１

基
本
的
な
考
え
方
の
整
理

災害リスクあり（数）受入対象と
なる者の概数

（最大）

区分・程度
浸水土砂地震

９５81１００２５４要支援

高
齢
者

１２８76５４２８６1・2

要
介
護

３６４７７８１１０3

３９１3１２８３4

２６３２７５９5

１９７173１９２５３２独居・のみ

２８１２３761・2
身体

障
害
者

１１８６323～7

１６３２８35A・Ⓐ
知的

２０２３２５48B・Ⓑ

２９５131

精神 ４９８152

１４１５５383

６８２29内部

186225医ケア・難病

1422796２９９乳幼児

11534922４７妊産婦

表2-1-4：受入対象となる者の
区分・程度による現況整理の例 表2-1-5：利用可能な施設の現況整理の例

1施設あたりの受入人数の概数については、市町内のいくつかの施設に電話で問い合わせる

等した上で設定します。

受入対象となる者の居住場所の自然災害リスクと、利用可能な施設の自然災害リスクを照らし

合わせ、自然災害リスクがより高い（避難の緊急性が高い）地域の居住者から検討するなどの

考え方もあります。

自然災害リスクを考慮した考え方もある！
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③ 避難の流れを整理する

受入れの考え方を踏まえ、「受入対象者」の特性や程度に応じた具体の避難の流れを整理します。

避難の流れは、自宅から指定福祉避難所や福祉施設・病院、一般の避難所、要配慮者等スペースへ避

難する場合や、一般の避難所や要配慮者等スペースから指定福祉避難所へ避難する場合などが考え

られます。

京都府福知山市では、心身の状態や避難の困難さを踏まえて、要配慮者を3つのタイプに分け、そ

れぞれの受入れの考え方を整理しています。同時に、本人と施設の調整を行う人や団体も整理してい

ます。

事例 受入対象者の状況に応じた避難様態の整理

図2-１-3：要配慮者の状況別避難様態のイメージ

④ 市町としての指定福祉避難所確保の考え方をまとめる

指定福祉避難所の確保に関する市町の考え方として、「1．基本的な考え方の整理」の結果をまとめ

ます。

次のまとめの例を参考に、確保する施設の種類や、要配慮者の避難の流れを整理しましょう。

１

基
本
的
な
考
え
方
の
整
理

□ 高齢者施設（□ 入所施設 □ 通所施設）

□ 障害者施設（□ 入所施設 □ 通所施設）

□ 公的施設（ 保健センター、防災センター、コミュニティセンター ）

□ 小中学校・公民館

□ 特別支援学校

□ 看護学校・大学

□ 宿泊施設

□ その他（ 芸術文化ホール、市民体育館、保育園 ）

 確保する

施設の種類

対象者の状態・程度に応じて、福祉施設・病院への避難、指定福祉避難所（高齢者施設・障害者施
設）への避難、高齢者施設・障害者施設以外の指定福祉避難所（公的施設・小中学校・特別支援学
校・看護学校・大学）への避難、一般避難所等における要配慮者スペースへの避難を行う。

 要配慮者の

避難の流れ

自宅から指定福祉避難所に直接避難する場合には、当事者と施設側の双方に対して、受入手順等

について事前の調整・合意を経ておかなければ、現場の混乱を招いてしまい、また施設運営自体

に影響することも懸念されます。指定福祉避難所への避難を事前に定めていない場合には、まず

一般の避難所に避難し、必要に応じて指定福祉避難所へ避難する場合もあります。

心身状態の変化や転居などの本人情報や、施設の機能や規模は変化していきます。そのため、

市町内の受入対象となる方の概数や利用可能な施設も変動することを考慮し、定期的に確

認・更新する必要があることに留意します。

より多くの対象者を受入れるため、受入施設の拡大や、一般の避難所における要配慮者等ス

ペースの整備を進める必要があります。

場合によっては、近隣市町と調整し、広域的に施設を確保することも考えられます。

定期的に情報確認・更新！

表2-１-6：市町としての考え方のまとめの例

（凡例）

……：事前に定められた

施設への入所

――：事前に定められた

施設への避難

----：近隣施設への避難

/調整による避難

一般避難所等

要配慮者

スペース

要配慮者
指定福祉避難所

• 高齢者施設

• 障害者施設

• 公的施設

• 小中学校・公民館

• 特別支援学校

• 看護学校・大学 等

福祉施設・病院等

図2-1-2：要配慮者の避難の流れイメージ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓ ✓

医療処置・常時
支援が必要な場合

一部の支援が必要（※）・家族等
の支援を受けられない場合

一部の支援が必要（※）・家族等
の支援を受けられる場合

基本的に自立している・
環境の整備が必要な場合

一般避難所等における
要配慮者スペース

福祉施設・病院

指定福祉避難所
高齢者施設・
障害者施設

指定福祉避難所
（公的施設・各種学校）

（※）歩行や立ち上がり等の移動や、排せつ、入浴等に介助又は支援が必要な方

指定福祉避難所
施設等

（福祉施設・病院等）

広域避難所（福祉避難スペースを含む）

地区避難所

知人宅
自宅垂直避難 等

避難 避難 入所

民間社会福祉施設
連絡協議会と調整

ケアマネ等の対応に
よる緊急短期入所等

低 高避難困難度 低 避難困難度 高

要配慮者A
（自立・要見守り）

要配慮者B
（要見守り・一部介助）

個別避難計画に
基づく直接避難

要配慮者C
（要介助）

トリアージ
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な
考
え
方
の
整
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図2-1-2：要配慮者の避難の流れイメージ
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指定要件・目標の検討

①災害対策基本法の基準を確認する

指定福祉避難所は、災害対策基本法、同施行令、同施行規則で定められている基準を満たす必要が

あります。指定福祉避難所は、次の①～⑤を満たす施設を指定することとされており、具体的には、次

のことが指定基準とされています。

（１） 指定要件の整理

指定福祉避難所の「指定基準」を踏まえて、市町として指定福祉避難所の確保にあたっての「指定要

件」を整理し、「指定目標」を検討することで、指定候補となる施設を明らかにします。

②指定要件を検討・整理する

受入対象者の現状などを踏まえ、市町としての指定福祉避難所の指定にあたり、法律で定められて

いる基準を満たすことを前提に、特に次のことを中心とした要件を整理しておきます。

26 27
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全ての自然災害リスクによる影響がない施設だけが、指定福祉避難所とすることができるわ

けではありません。土砂災害警戒区域（通称：イエローゾーン）内に施設がある場合でも、発生

した災害の種別に応じて、安全性を確認した上で開設することができるため、指定福祉避難

所として指定することが可能です。

指定福祉避難所で避難生活を送る方の相談に乗り、助言や支援を行う生活相談員や福祉関係

職員などの専門的な人材を配置する必要がありますが、指定福祉避難所の指定にあたっては、

必ずしも常駐の必要はなく、受入対象者の状態に応じて対応することが大切です。

一定の自然災害リスクがあっても、支援体制が常駐でなくても、指定できる！

【災害対策基本法施行令】

①被災者等を滞在させるために必要かつ適切な規模のものであること。 【災対法令20条の6第1号】

②速やかに、被災者等を受け入れ、又は生活関連物資を被災者等に配布することが可能な構造又

は設備を有するものであること。 【災対法令20条6の第2号】

③想定される災害による影響が比較的少ない場所にあるものであること。【災対法令20条6の第3号】

④車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所にあるものであること。【災対法令20条6

の第4号】

⑤要配慮者の円滑な利用の確保、要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができ

る体制の整備その他の要配慮者の良好な生活環境の確保に資する事項について以下の基準に

適合するものであること。 【災対法令20条6の第5号】

i. 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者（要配慮者）の円滑な利用を確保する

ための措置が講じられていること。 【災対法規則1条の9第1号】

ii. 災害が発生した場合において要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることがで

きる体制が整備されること。 【災対法規則1条の9第2号】

iii.災害が発生した場合において主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限

り確保されること。 【災対法規則1条の9第3号】

• 耐震性が確保されていること地震a. 施設自体の安全性が確保

されていること
• 原則として、土砂災害特別警戒区域外であること土砂災害

• 浸水履歴や浸水予測等を踏まえ、浸水した場合であっても、一

定期間、要配慮者の避難生活のための空間を確保できること

浸水害

• 近隣に危険物を取り扱う施設等がないこと

• 原則として、バリアフリー化されていること

• バリアフリー化されていない施設を指定する場合は、障害者用トイレやス

ロープ等の設備の設置、物資・器材の備蓄を図ることを前提とすること

b. 施設内における要配慮者

の安全性が確保されてい

ること

• 要配慮者の特性を踏まえ、避難生活に必要な空間を確保することc. 要配慮者の避難スペ－ス

が確保されていること

【指定要件の項目（3つ）】

a. 施設自体の安全性が確保されていること

b. 施設内における要配慮者の安全性が確保されていること

c. 要配慮者の避難スペースが確保されていること

例えば、次のように要件を整理することができます。

このうち、「b.施設内における要配慮者の安全性が確保されていること」と「c.要配慮者の避難ス

ペースが確保されていること」については、施設の状況を確認した上で検討する必要があります。（「4．

施設との調整・協定締結等」で詳しく説明します。）

指定一般避難所においては、上記①～④のみを満たす必要があります。
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① 施設等の分布状況を確認する

地図と各施設の所在地情報をもとに、基準・要件を満たすことが見込まれる施設の分布状況を明ら

かにします。

市町内のエリア（地区や校区など）ごとに施設の種類別の分布状況と対象者の居住地を重ねること

で、施設への避難が必要な対象者と、受入れるべき施設の関係を確認しやすくします。

（２） 指定目標の検討

28 29

② 自然災害リスクと施設等の関係を確認する

ハザードマップなどを活用して、土砂災害の特別警戒区域と警戒区域、洪水浸水想定区域などの自

然災害リスクと指定福祉避難所を開設する候補となる施設の関係を整理します。

竹原市では、災害種別（土砂災害/洪水災害/津波災害/高潮災害/地震災害）ごとに、指定要件を整

理し、各施設がそれぞれどの災害に対応するかを設定しています。

対応災害
種別連絡先所在地名称

地震高潮津波洪水土砂

○○○高齢者施設～～～×× ＊-＊特別養護老人ホーム○○○

○○②②○障害者施設～～～×× ＊＊＊＊障害福祉サービス事業所△△

表2-2-1：各福祉避難所における対応災害の表記の例

※対応災害の見方

 土砂：土砂災害警戒区域等の外にある施設

 洪水、津波、高潮：浸水想定区域の外にある施設

 地震：新耐震基準（昭和５７年）以降に建てられた施設

 ②：２階以上に限り安全な施設

災害種別に指定要件を設定

しています

事例 施設ごとに対応する災害を設定

指定福祉避難所の受入対象者を検討する上で、受入対象者が必要とする支援や、受入施設の

環境などにも配慮しながら、適切な支援が受けられるよう考え方を整理します。

災害時にも、平常時からの地域とのつながりを維持できるようにするため、避難生活を送る上

で、本人や家族の生活圏やコミュニティとのつながりにも配慮します。

本人や家族の「生活圏」や「コミュニティとのつながり」など、バランスを考慮！

一般の避難所における要配慮者スペースの整備状況や、地域の要配慮者の状況など、バランスを

総合的に踏まえ、指定福祉避難所として指定する施設の候補を選定するとともに、避難の流れを

検討します。
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図2-2-1：小学校区ごとの施設分布の整理イメージ

（凡例）

■：高齢者施設

■：障害者施設

■：公的施設

■：宿泊施設

（凡例）

■：高齢者施設

■：障害者施設

■：公的施設

■：宿泊施設

●：高齢者

●：障害者

●：妊産婦・乳幼児

●：人工呼吸器使用患者

図2-2-2：施設分布の整理イメージ

対象者の位置を追加することで、

施設と対象者との関係も明らかにでき、

距離が離れた施設まで移送するのか、

近隣の施設の受入体制を整備するのか、

といった検討ができるようになります！

③ 指定の候補を整理する

施設の分布状況や、施設と自然災害リスクの関係性なども踏まえて、指定福祉避難所を開設す

る候補となる施設を整理します。

平常時に指定福祉避難所として指定するに至らない場合であっても、災害時において緊急的に受入を

要請する可能性もあることから、利用可能な施設の情報について、データベースとして整備しておきま

す。
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図2-2-1：小学校区ごとの施設分布の整理イメージ

（凡例）

■：高齢者施設

■：障害者施設

■：公的施設

■：宿泊施設

（凡例）

■：高齢者施設

■：障害者施設

■：公的施設

■：宿泊施設

●：高齢者

●：障害者

●：妊産婦・乳幼児

●：人工呼吸器使用患者

図2-2-2：施設分布の整理イメージ

対象者の位置を追加することで、

施設と対象者との関係も明らかにでき、

距離が離れた施設まで移送するのか、

近隣の施設の受入体制を整備するのか、

といった検討ができるようになります！

③ 指定の候補を整理する

施設の分布状況や、施設と自然災害リスクの関係性なども踏まえて、指定福祉避難所を開設す

る候補となる施設を整理します。

平常時に指定福祉避難所として指定するに至らない場合であっても、災害時において緊急的に受入を

要請する可能性もあることから、利用可能な施設の情報について、データベースとして整備しておきま

す。



（凡例） ：受入環境 ：連絡体制 ：移送体制 ：物資・器材 ：支援人材

避難 避難生活 復旧・復興平常時

市町

施設

開設・運営の考え方の整理

① 災害時の市町・施設の対応を確認する

災害発生状況を想定しながら、指定福祉避難所の開設・運営における流れと市町・施設の相互の役

割をイメージします。地震時と大雨時とでは、対応の一部が異なるなども想像しておきましょう。

（１） 役割分担の検討

指定福祉避難所の開設・運営にあたり市町・施設の相互の役割を整理するともに、市町が関係者と

連携し、迅速かつ円滑に対応していく上で、考えておくべきことについて検討・整理します。

② 平常時・災害時の役割を整理する

指定福祉避難所の開設・運営における市町・施設の役割について、平常時・災害時のそれぞれで整理

します。 災害時はフェーズの変化も考慮しながら、それぞれが取り組むべき事項を明らかにします。
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大雨時にハザードマップなどで災害危険のある区域にいる場合、区域外の安全な場所に移動

し、自然災害リスクの及ばない場所や建物で安全を確保する必要があります。そのため、市町

が発令する避難情報を手がかりにして、災害が発生する前に各施設において指定福祉避難所

を開設する準備を進め、市町からの要請に応じて、速やかに受入れます。

地震時には、揺れが収まった後に、建物のひびや破損、火災などの施設の被災状況や、設備や

ライフラインを確認の上、指定福祉避難所の開設が可能と判断された場合には、市町からの要

請に応じて受入れます。

大雨時などの避難と、地震発生後の避難は異なる！

施設市町フェーズ

• 受入環境の整備• 受入環境の整備支援
整備

平

常

時

• 物資・器材の整備・保管• 物資・器材の整備・管理

• 運営体制の検討• 運営支援・管理体制の検討

検討 • 移送に関する考え方の整理・調整

• 緊急時の対応の検討・調整

• 施設の安全性の確認• 開設対象先の検討

開設

準備

災

害

時

• 開設に向けた事前連絡・調整

• 受入スペースの整備• 開設の要請

• 担当職員の配置• 新たな受入先の確保調整

• 開設の周知

• 要配慮者の受入れ• 各施設の受入状況の把握
受入れ

• 避難者カードの作成• 名簿の作成

• 生活支援• 定期的な状況確認

運営

• 物資・器材の要請• 物資・器材の調達・調整

• 人員等の応援要請• 人員等の調達・調整

• その他必要な調整・要請• その他必要な調達・調整

• 運営体制の見直し

• 退所に向けた支援• 閉鎖に向けた調整
閉鎖

• 閉鎖・原状回復• 原状回復

！

災害発生
のおそれ

• 開設対象先の検討

• 開設に向けた事前連絡・調整

• 開設の要請

• 新たな受入先の確保調整

• 開設の周知

• 各施設の受入状況の把握

• 定期的な状況確認• 名簿の作成

• 物資・器材の調達・調整

• 人員等の調達・調整

• 閉鎖に向けた調整• その他必要な調達・調整

• 原状回復

• 施設の安全性の確認
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• その他必要な調整・要請

• 退所に向けた支援• 運営体制の見直し

• 閉鎖・原状回復

災害
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連
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受

受 連 移 物 人

対応上で行われる、「市町と施設間での連絡や情報共有」、「対象者の移送」、運営時に不足する

食料や器材等の「物の調達と提供」、支援者など「人の確保と提供」など、市町と施設との間で

連携性が高い取組について明らかにします。

市町と施設との間で連携の必要性の高い取組を明らかに！
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対応上で行われる、「市町と施設間での連絡や情報共有」、「対象者の移送」、運営時に不足する

食料や器材等の「物の調達と提供」、支援者など「人の確保と提供」など、市町と施設との間で

連携性が高い取組について明らかにします。

市町と施設との間で連携の必要性の高い取組を明らかに！



② 「受入環境」について検討・整理する

施設が機能するためには、施設内における要配慮者の安全性や、受入スペースが確保されている必

要があります。次の2つについて検討し、定めておきましょう。

（２） 開設・運営に関する考え方の検討
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非常用発電機などが確保されていない避難所へ人工呼吸器装着者などの電源が欠かせない者

を受入れる場合には、非常用電源を確保しておく必要があります。医療機関やメーカーと連携

した確保策を含め、あらかじめ調整しておくことが重要です。

感染症対策のための衛生環境対策として必要な物資を整備することも重要です。

避難所で要配慮者の不安を取り除き、ニーズを把握するためには、情報を確実に伝達したり、

コミュニケーションを確保することが求められます。パニックが起きてしまった際に落ち着くた

めのスペース（カームダウンスペース）の確保や、多様な情報伝達手段の用意なども含めて検

討します。

スペースや設備等の状況は、個別の対象者に合わせて検討！
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〈受入環境について定めておくこと〉

i. スペースの規模

ii. スペースの状況

事例

宮城県石巻市の「石巻市福祉避難所設置・運営マニュアル〔原子力災

害対策編〕（平成２９年３月）」では、要配慮者の避難スペースとして、公

的施設に福祉避難所を設置する場合、次の空間を考慮するよう示して

います。

公的施設における受入スペースの設定

 1区画あたり、家族分（1名）も含め6.6㎡以上とする

 メイン通路は車いす同士がすれ違える幅180cm、居住空間内通

路は車いす単体が通れる幅１３５cmを確保する

 リハビリテーション作業ができるスペースを可能な限り確保する

【指定福祉避難所の面積の例】

 概ね２～４㎡／人とする自治体が多い

避難スペース確保の例

ⅰ スペースの規模

受入スペースを確保するための目安として、要配慮者１人あたりを受入れるために必要な面積を検

討し、どのくらいの人数を受入れることができるのかを整理します。

事例

新潟県上越市の特別養護老人ホーム 悠久の里では、「脱衣

室」を受入場所として想定し、整備を進めています。

脱衣所は、バリアフリー化されており、室内に多目的トイレ

が整備されているほか、日頃は使われていないベッドが置い

てあることから、受入れに適する場として計画されています。

福祉施設における受入スペースの設定

ⅱ スペースの状況

対象者の受入スペースをどのような状態にしておけばよいかについて整理します。

次の例を参考に、受入対象者の状況に応じて、要配慮者の安全性を確保するために必要な設備等を

検討します。

【施設環境の例】

 通風・換気の確保

 冷暖房設備

 非常用発電機

 貯水槽

 カームダウンスペース

【バリアフリー化の例】

 段差

 スロープ

 手すり・誘導装置

 障害者用トイレ

【情報関連機器の例】

 ラジオ

 テレビ

 電話

 無線

 ファクシミリ

 パソコン

 電光掲示板

現時点でバリアフリー化されていない場合でも、これから機能の整備や物資・器材の備蓄を進め

る場合には、指定福祉避難所として指定することができます。

特別養護老人ホーム 悠久の里 受入スペース

【連携上、検討しておくべき事項】

 支援人材

 物資・器材

 連絡体制

 移送体制
 受入環境

 費用

受

移

費

連 人

物

① 市町として定めておくべき事項を検討する

災害発生当初の段階から迅速かつ円滑に指定福祉避難所を開設・運営するために、市町としてあら

かじめ定めておくべき事項について、検討・整理しておきます。

検討すべき事項としては、環境や連携体制、費用負担など、次の事項が考えられます。

（数値単位：m・㎡)

リハビリ作業
スペース

(食事スペース)

事務スペース

打合せ
受
付

居住空間内通路 1.35cm

出入口

6.6㎡
以上

居住
空間

メイン通路1.80cm

【GL】 p.24（指定福祉避難所の施設整備）

【GL】 p.17（指定福祉避難所の指定目標の設定）
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〈受入環境について定めておくこと〉

i. スペースの規模

ii. スペースの状況

事例

宮城県石巻市の「石巻市福祉避難所設置・運営マニュアル〔原子力災

害対策編〕（平成２９年３月）」では、要配慮者の避難スペースとして、公

的施設に福祉避難所を設置する場合、次の空間を考慮するよう示して

います。

公的施設における受入スペースの設定

 1区画あたり、家族分（1名）も含め6.6㎡以上とする

 メイン通路は車いす同士がすれ違える幅180cm、居住空間内通

路は車いす単体が通れる幅１３５cmを確保する

 リハビリテーション作業ができるスペースを可能な限り確保する

【指定福祉避難所の面積の例】

 概ね２～４㎡／人とする自治体が多い

避難スペース確保の例

ⅰ スペースの規模

受入スペースを確保するための目安として、要配慮者１人あたりを受入れるために必要な面積を検

討し、どのくらいの人数を受入れることができるのかを整理します。

事例

新潟県上越市の特別養護老人ホーム 悠久の里では、「脱衣

室」を受入場所として想定し、整備を進めています。

脱衣所は、バリアフリー化されており、室内に多目的トイレ

が整備されているほか、日頃は使われていないベッドが置い

てあることから、受入れに適する場として計画されています。

福祉施設における受入スペースの設定

ⅱ スペースの状況

対象者の受入スペースをどのような状態にしておけばよいかについて整理します。

次の例を参考に、受入対象者の状況に応じて、要配慮者の安全性を確保するために必要な設備等を

検討します。

【施設環境の例】

 通風・換気の確保

 冷暖房設備

 非常用発電機

 貯水槽

 カームダウンスペース

【バリアフリー化の例】

 段差

 スロープ

 手すり・誘導装置

 障害者用トイレ

【情報関連機器の例】

 ラジオ

 テレビ

 電話

 無線

 ファクシミリ

 パソコン

 電光掲示板

現時点でバリアフリー化されていない場合でも、これから機能の整備や物資・器材の備蓄を進め

る場合には、指定福祉避難所として指定することができます。

特別養護老人ホーム 悠久の里 受入スペース

【連携上、検討しておくべき事項】

 支援人材

 物資・器材

 連絡体制

 移送体制
 受入環境

 費用

受

移

費

連 人

物

① 市町として定めておくべき事項を検討する

災害発生当初の段階から迅速かつ円滑に指定福祉避難所を開設・運営するために、市町としてあら

かじめ定めておくべき事項について、検討・整理しておきます。

検討すべき事項としては、環境や連携体制、費用負担など、次の事項が考えられます。

（数値単位：m・㎡)

リハビリ作業
スペース

(食事スペース)

事務スペース

打合せ
受
付

居住空間内通路 1.35cm

出入口

6.6㎡
以上

居住
空間

メイン通路1.80cm

【GL】 p.24（指定福祉避難所の施設整備）

【GL】 p.17（指定福祉避難所の指定目標の設定）



③ 「連絡体制」について検討・整理する

指定福祉避難所の開設・運営にあたり、市町の災害対策本部や関係各課と施設との間で行われる各

種情報の連絡方法やタイミングなど連絡体制について検討します。

主に次のことについて、整理しておきましょう。
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〈連絡体制について整理しておくこと〉

i. 連絡窓口（誰が）

ii. 連絡のタイミング（いつ）

iii.連絡手段（どのように）

iv.連絡内容・種類（何を）

ⅰ 連絡窓口（誰が）

連絡・調整を行う際の窓口となる、市町側の担当者・チーム等を明らかにします。特に、どの課が（誰

が）施設に連絡するのか、どの課が施設側から連絡を受けるのか、連絡の流れを想定しながら定め、そ

の担当を決めておきます。

窓口を一つに絞ることで、情報の把握やとりまとめ、調整を行う役割が明確化され、円滑にやり取り

を行うことにつながります。

ⅳ 連絡内容・種類（何を）

市町から施設に対し、どのような内容を連絡するかについて検討・整理します。

ⅱ 連絡のタイミング（いつ）

どのようなタイミングで連絡を行うかを決めておきます。開設時や移送時、人的・物的資源の過不足

等の発生時、定期的な状況報告、閉鎖時など、連絡・調整を行うタイミングは多岐にわたります。

市町 災害対策本部 指定福祉避難所

防災・危機管理

担当部署
福祉担当部署

窓口担当者 窓口担当者 窓口担当者

開設・受入要請、

状況確認など

避難情報発令の

タイミングなど

報告、資源調達の

依頼など

状況報告、

資源調整など

図2-3-1：連絡窓口と連絡の流れのイメージ

事例

福井県福井市では、担当課が要配慮者支援班

を組織し、施設との連絡・調整などの流れを整理

しています。

災害時には、地域包括ケア推進課、障がい福祉

課、健康管理センター、福祉政策課、介護保険課

が福祉部内に要配慮者支援班を設置し、施設や

市の災害対策本部との連絡や調整を行います。

担当課による要配慮者支援班の設置

図2-3-2：福祉避難所 開設から受入までの流れ

福井市福祉避難所設置・運営マニュアル

ⅲ 連絡手段（どのように）

市町の災害対策本部や関係各課と施設との間で、連絡する手段について決めておきます。確実な連

絡につながるよう、多様な手段を準備しておきます。多くの場合、メールや電話、FAX等を使って連

絡します。関係職員によるメーリングリストを作成したり、SNS（グループチャット等）を活用すること

も有効です。

【連絡内容の例】【連絡事項（３つ）】

 指定福祉避難所の開設

 一般避難所等からの対象者の受入れ、緊急入所の調整

 移送のための福祉車両の貸出、施設職員の支援

 受入環境の整備

 指定福祉避難所の閉鎖 等

①依頼事項

 施設の被災状況

 設備・ライフラインの状況

 受入れの状況

 緊急入所の必要性

 運営体制・人的資源の過不足

 物資・器材の過不足

 退所にあたっての本人・家族の意向 等

②確認・調整事項

 市町・エリア内の施設の状況③共有事項

大雨時等に市町が発令する警戒レベル３「高齢者等避難」が発令された地域にある指定福祉避

難所は、開設されることになるものと考えられます。この開設を円滑に行うための情報連絡の

タイミングなどは、十分に検討し、定期的に訓練しておきましょう。

大雨時の連絡のタイミングなどは、十分な検討と訓練を！

定期的な情報交換ができるよう、連絡会議等の機会を設ける方法をあらかじめ決めておきます。

メールでの連絡のみの場合、相手に情報が伝わっていることを確認できないため、電話をする

等、伝えたい内容が確実に伝わり、伝わっているかを確認するための工夫が必要です。

連絡しやすい方法で円滑なコミュニケーションを！





④ 「移送体制」について検討・整理する

一般の避難所等から指定福祉避難所への移送や、緊急的な入所施設などへの移送について、その手

段やタイミングなど移送体制を検討します。主に次のことについて整理しておきます。
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〈移送体制について整理しておくこと〉

i. 移送手段（誰が、どのように）

ii. 移送のタイミング（いつ）

iii.連絡調整の体制

ⅰ 移送手段（誰が、どのように）

移送は、家族や近親者が、自家用車や自らタクシーを手配するなどして実施することが一般的に考

えられます。そのため、家族や支援者の支援が得られない場合に、協力を依頼する人・団体や移送手段

の調達先などについて検討しておきます。

京都府福知山市では、社会福祉施設や福祉有償運送団体が所有する福祉車両を使い、あらかじめ市

で養成し協力依頼をしている移送サポーターが同行して移送支援を行う仕組みを設けています。

事例 市内にある福祉車両の活用

ⅱ 移送のタイミング（いつ）

どのようなタイミングで移送を行うかを決めておきます。

特に大雨時では、移送中に土砂災害や浸水などに巻き込まれる可能性があるため、市町や気象庁等

から発表される防災情報をもとに、安全に留意して移送できるタイミングを定めます。

市町が発令する警戒レベル３「高齢者等避難」は、「高齢者をはじめ、障害のある人などで避難に

時間のかかる人は避難を開始してください」という避難を呼びかける情報で、自力で避難する

ことが難しい方などの避難行動を開始するきっかけとなる情報の一つです。

警戒レベル４「避難指示」は、危険な場所にいる全ての人が避難する必要があります。

原則、警戒レベル３（高齢者等避難）で移送に着手！

 ハイヤー・タクシー

 バス 等

 緊急車両

 福祉有償運送

 福祉車両を活用

（避難先となる施設）
移動手段

移送において、福祉車両が不可欠な人もいれば、通常の車両で移動可能な方もいるなど、移送

の方法や必要な車両は要配慮者の特性や状態に応じて異なることも踏まえて検討します。

要配慮者の状況や状態に合わせた移送手段の検討！

佐賀県武雄市では、医療的ケア児の災害時対応として、家族に

よる移送を基本とするものの、状況によっては、消防車両での避

難支援の仕組みを進めています。

この移送の考え方の整理は、本人の個別避難計画の作成を通し

て、計画化されています。

事例 事前調整を踏まえた緊急車両による移送

武雄市災害時の対応フローチャート

ⅲ 移送調整の体制

移送に関する連絡・調整を行う際の窓口となる、市町側の担当者・チーム等を明らかにします。特に、

どの課が（誰が）移送手段提供先と移送先に連絡し調整するのか、調整の流れを想定しながら定め、そ

の担当を決めておきます。

指定福祉避難所

窓口担当者

移送手段提供

窓口担当者

市町災害対策

本部

窓口担当者

連絡・調整

調整・報告

連絡・依頼

調整・報告

連絡・調整

調整・受入

受入対象者

本人・家族、支援者等



④ 「移送体制」について検討・整理する

一般の避難所等から指定福祉避難所への移送や、緊急的な入所施設などへの移送について、その手

段やタイミングなど移送体制を検討します。主に次のことについて整理しておきます。
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〈移送体制について整理しておくこと〉

i. 移送手段（誰が、どのように）

ii. 移送のタイミング（いつ）

iii.連絡調整の体制

ⅰ 移送手段（誰が、どのように）

移送は、家族や近親者が、自家用車や自らタクシーを手配するなどして実施することが一般的に考

えられます。そのため、家族や支援者の支援が得られない場合に、協力を依頼する人・団体や移送手段

の調達先などについて検討しておきます。

京都府福知山市では、社会福祉施設や福祉有償運送団体が所有する福祉車両を使い、あらかじめ市

で養成し協力依頼をしている移送サポーターが同行して移送支援を行う仕組みを設けています。

事例 市内にある福祉車両の活用

ⅱ 移送のタイミング（いつ）

どのようなタイミングで移送を行うかを決めておきます。

特に大雨時では、移送中に土砂災害や浸水などに巻き込まれる可能性があるため、市町や気象庁等

から発表される防災情報をもとに、安全に留意して移送できるタイミングを定めます。

市町が発令する警戒レベル３「高齢者等避難」は、「高齢者をはじめ、障害のある人などで避難に

時間のかかる人は避難を開始してください」という避難を呼びかける情報で、自力で避難する

ことが難しい方などの避難行動を開始するきっかけとなる情報の一つです。

警戒レベル４「避難指示」は、危険な場所にいる全ての人が避難する必要があります。

原則、警戒レベル３（高齢者等避難）で移送に着手！

 ハイヤー・タクシー

 バス 等

 緊急車両

 福祉有償運送

 福祉車両を活用

（避難先となる施設）
移動手段

移送において、福祉車両が不可欠な人もいれば、通常の車両で移動可能な方もいるなど、移送

の方法や必要な車両は要配慮者の特性や状態に応じて異なることも踏まえて検討します。

要配慮者の状況や状態に合わせた移送手段の検討！

佐賀県武雄市では、医療的ケア児の災害時対応として、家族に

よる移送を基本とするものの、状況によっては、消防車両での避

難支援の仕組みを進めています。

この移送の考え方の整理は、本人の個別避難計画の作成を通し

て、計画化されています。

事例 事前調整を踏まえた緊急車両による移送

武雄市災害時の対応フローチャート

ⅲ 移送調整の体制

移送に関する連絡・調整を行う際の窓口となる、市町側の担当者・チーム等を明らかにします。特に、

どの課が（誰が）移送手段提供先と移送先に連絡し調整するのか、調整の流れを想定しながら定め、そ

の担当を決めておきます。

指定福祉避難所

窓口担当者

移送手段提供

窓口担当者

市町災害対策

本部

窓口担当者

連絡・調整

調整・報告

連絡・依頼

調整・報告

連絡・調整

調整・受入

受入対象者

本人・家族、支援者等



【広島DWAT】

広島県では、広域的な災害時において、避難所などに派遣され要配慮者に対して福祉支援を行う

専門職チームとして、災害派遣福祉チーム（広島DWAT）が組織されています。

⑤ 「支援人材」について検討・整理する

指定福祉避難所において、要配慮者の避難生活を支援するために必要となる専門的人材の確保に

ついて整理・検討します。主に次の２つの事項について検討・整理しておきます。
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〈支援人材について検討・整理すること〉

i. 外部応援の仕組み

ii. 地域内の支援人材・組織

ⅰ 地域内の支援人材や組織

県内や市町内の専門的人材の確保についても検討します。次に示す人・団体の例を参考にして、地

域の支援人材を考えてみましょう。

事例 支援人材：医療・介護系の専門学校や大学と協定締結による学生ボランティアの確保

福井県福井市では、医療・介護系の専門学校や大学との協定により、学生ボランティアの派遣を検討

しています。地域住民や学生などにボランティアを依頼する際には、有資格者でないとできない支援

があるため、区別する必要があることに留意します。

▲福井市災害時の人材派遣に関する協定について

京都府福知山市では、福祉専門職のOB・OGなどを中心とした避難生活サポーターの養成・配置を

進めています。サポーターの養成は、社会福祉協議会に委託をしています。

事例 支援人材：福祉専門職OB・OGの活用

【連携を確保しておく団体の例】

 社会福祉協議会

 社会福祉施設の職員・OB

 障害者・高齢者等の支援団体

 専門家・専門職能団体

 その他（専門学校・大学等）

【専門的人材の例】

 看護師

 保健師

 介護福祉士

 社会福祉士

 精神保健福祉士

 身体障害者相談員

 知的障害者相談員

学校や公民館など、平常時に福祉施設ではない施設で指定福祉避難所を開設する場合は、災害

時の指定福祉避難所の設置・運営などに関して、委託・支援を実現することが望まれます。

公的施設を指定福祉避難所とする場合の支援人材も確保！

災害時に指定福祉避難所を運営する場合、施設においては、通常の入所者等への対応をしながら

要配慮者の避難生活を支援することになり、当該施設の職員の負担が重くなることが少なくあり

ません。このため、早急に専門的人材を確保する必要があります。

ⅱ 外部応援の仕組み

地域外などの外部からの応援の仕組みや体制について、把握しておきます。また、協力要請の手順

等も確認しておきます。
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【広島DWAT】

広島県では、広域的な災害時において、避難所などに派遣され要配慮者に対して福祉支援を行う

専門職チームとして、災害派遣福祉チーム（広島DWAT）が組織されています。

⑤ 「支援人材」について検討・整理する

指定福祉避難所において、要配慮者の避難生活を支援するために必要となる専門的人材の確保に

ついて整理・検討します。主に次の２つの事項について検討・整理しておきます。
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〈支援人材について検討・整理すること〉

i. 外部応援の仕組み

ii. 地域内の支援人材・組織

ⅰ 地域内の支援人材や組織
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域の支援人材を考えてみましょう。
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福井県福井市では、医療・介護系の専門学校や大学との協定により、学生ボランティアの派遣を検討

しています。地域住民や学生などにボランティアを依頼する際には、有資格者でないとできない支援

があるため、区別する必要があることに留意します。

▲福井市災害時の人材派遣に関する協定について

京都府福知山市では、福祉専門職のOB・OGなどを中心とした避難生活サポーターの養成・配置を

進めています。サポーターの養成は、社会福祉協議会に委託をしています。

事例 支援人材：福祉専門職OB・OGの活用
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⑥ 「物資・器材」について検討・整理する

指定福祉避難所の運営段階で必要となる物資・器材について検討するとともに、不足する物資・機

材を調達し、提供する方法について検討します。次の３つの事項について整理しておきます。
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〈物資・器材について定めておくこと〉

i. 必要な物資・器材

ii. 平常時における備蓄・保管

iii.災害時における調達・提供

ⅰ 必要な物資・器材

次の物資・器材の例を参考にして、必要な物資・器材を検討し、整理します。

施設の種別に応じた、必要な物資・器材の整理が必要となりますが、特に、医療的ケアに必要となる

衛生用品などについては、保健・医療関係者の助言を得て、あらかじめ調整します。

ⅱ 平常時における備蓄・保管

運営段階で必要な物資や器材について、災害発生後すぐに調達することが困難である場合が少なく

ありません。このため、緊急的に必要になるものなど、平常時から一定程度の備蓄が求められるものに

ついて検討します。

【物資・器材の例】

 介護用品、衛生用品、生理用品

 飲料水、要配慮者に適した食料、毛布、タオル、下着（生理用ショーツを含む）、衣類、電池

 携帯トイレ（主として洋式便器で使用）、ベッド、担架、パーテーション

 補装具や日常生活用具等（車いす、歩行器、歩行補助杖、補聴器、収尿器、ストーマ用装具、気管

孔エプロン、酸素ボンベ等）

 衛生環境対策等として必要な物資（マスク、消毒液、体温計、（段ボール）ベッド、パーテーション

等）

 介護、処置、器具の洗浄などで必要とする清潔な水

新潟県上越市では、開設・運営に必要な食料や物資、器材の事前の調達、消費期限の管理は市が、保

管は施設が行うこととしています。

災害時に物資などに不足がある場合は、不足する内容と数量などをとりまとめ、災害対策本部に調

達を要請してもらいます。

市は要請に応じて、市の備蓄物資や救援物資、協定業者からの流通物資などによる調達を行います。

施設が物資などを調達した場合は、その実費を市に請求することとしています。

事例 物資の購入・管理・保管を施設と市で分担して実施

市災害対策本部

指定
福祉避難所

指定避難所

福祉避難
スペース

• 食料調達班

• 物資調達・輸送班

• ボランティア班

物資輸送など

市が調達して

施設で保管

事前
準備

追加
調達

追加
調達

対象者の受入れや支援にあたり必要な物資や器材は、その受入対象者の状態や状況によって異

なる場合があるため、施設の種別に応じた、必要な物資・器材の整理にも留意します。

整備にあたっては、施設で保有し活用可能な器材等は活用をお願いした上で、不足・未整備な

物資・器材を明らかにして市町において確保することが基本となります。

保管においては、市町の公的施設等で備蓄する方法と指定福祉避難所となる施設にお願いし

て、物資・器材の保管場所を確保してもらい、保管してもらう方法が考えられます。

要配慮者に各自で持参してもらう物資・器材がある場合は、事前に周知・調整しておきます。

整備・保管の考え方も整理！

ⅲ 災害時における調達・提供

平常時の備蓄だけでは物資や器材が足りなくなった場合や、新たに必要となった物資・器材がある場

合の調達・提供の方法を検討します。

第６章－1「平常時におけるスペースの整備」 （p.79）参照

【上越市の備蓄物資の例】

 災害時要即席おかゆ

 レトルトカレー

 スープ

 段ボールベッド

 レトルトごはん

 パンの缶詰め

 飲料水

特別養護老人ホーム 悠久の里 備蓄品の保管場所

【GL】 p.26（物資・器材の確保）
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〈物資・器材について定めておくこと〉

i. 必要な物資・器材

ii. 平常時における備蓄・保管

iii.災害時における調達・提供

ⅰ 必要な物資・器材

次の物資・器材の例を参考にして、必要な物資・器材を検討し、整理します。

施設の種別に応じた、必要な物資・器材の整理が必要となりますが、特に、医療的ケアに必要となる

衛生用品などについては、保健・医療関係者の助言を得て、あらかじめ調整します。

ⅱ 平常時における備蓄・保管

運営段階で必要な物資や器材について、災害発生後すぐに調達することが困難である場合が少なく

ありません。このため、緊急的に必要になるものなど、平常時から一定程度の備蓄が求められるものに

ついて検討します。

【物資・器材の例】

 介護用品、衛生用品、生理用品

 飲料水、要配慮者に適した食料、毛布、タオル、下着（生理用ショーツを含む）、衣類、電池
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「（２） 開設・運営に関する考えの検討」全般にかかる費用の考え方について、あらかじめ定めておく

必要があります。

費用に関する次のことを検討し、定めておきましょう。

（３） 開設・運営にかかる費用の考え方の検討
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〈費用について定めておくこと〉

i. 受入環境の整備にかかる費用

ii. 移送にかかる費用

iii.支援人材の確保にかかる費用

iv.物資・器材の確保に係る費用

ⅰ 受入環境の整備にかかる費用

施設内の受入スペースのバリアフリー化など、受入環境の整備にかかる費用については、市町から

施設へ補助しながら整備を進めるやり方があります。

国の財政措置を活用することも可能であるため、活用を検討しましょう。

ⅱ 移送にかかる費用

福祉有償運送やタクシーを利用して直接避難や移送を行う場合は、市町又は対象者が費用を負担し

ます。対象者が支払った後、市町から対象者に助成する方法も考えられます。

福祉避難所の防災機能の強化や、空調、バリアフリー化等、福祉避難所の生活環境の改善に向け

た機能の整備にあたっては、緊急防災・減災事業債等を活用することができます。

福祉施設等における避難路や電源設備等の嵩上げ、止水版・防水扉など豪雨災害対策に対して

補助する場合にも、活用が可能です。

ⅳ 物資・器材の確保にかかる費用

施設が必要な物資・器材を購入して保管した場合や、災害時に施設が物資等を調達した場合には、

市町から施設にその実費を支払う方法や、定額料金を定める方法があります。

竹原市では、市内のモデル施設に算出を依頼し、福祉避難所の開設・運営にかかる費用として、合計

435,000円を想定しています。人件費1,500円×時間×人数、食事代、日用品代を含み、財源は全

国市長会の防災・減災費用保険を一部充当することを見込んでいます。（令和5年度時点）

事例 費用：モデル施設を指定し、費用算出を依頼

熊本県人吉市では、食事提供と介助者の確保を含む料金を想定し、介護保険事業によるサービス単

価を参考に、日帰りの場合と宿泊を伴う場合に分けて整理しています。（令和5年度時点）

事例 費用：日帰り/宿泊別に費用を設定

 日帰りの場合：1人1日5,000円

 宿泊を伴う場合：1人1泊7,000円

 費用の対象範囲は、本人及びその家族（介助者）とする

事例

山口県下松市では、避難行動要支援者が避難時にタクシーを利用した場合には、一般タクシーの場

合は上限1,000円、介護タクシーの場合は上限2,000円を助成することとしています。

タクシーを使った避難への助成

災害救助法が適用された場合には、指定福祉避難所の設置・運営にかかる対象経費の実費の

支給を受けることができます。一般の避難所を設置した際の費用限度額である「１人１日あたり

330円以内」に加え、次の対象経費の実費を加算できます。

特別養護老人ホーム、老人保健施設等の入所対象者は、緊急入所等介護保険の枠組みで対応

することとされているため、災害救助法の対象ではありませんが、緊急かつ一時的に当該対象

者が指定福祉避難所へ避難することを妨げるものではありません。

災害救助法が適用された場合には、対象経費の実費を加算できる！

【対象経費】

 おおむね10人の対象者に１人の生活に関する相談等に当たる職員等の配置経費

 高齢者、障害者等に配慮した簡易洋式トイレ等の器物の費用

 日常生活上の支援を行うために必要な消耗器材費

ⅲ 支援人材の確保にかかる費用

指定福祉避難所の開設・運営にあたり、施設側が増員した分の人件費が発生した場合には、市町か

ら施設に実費で支払う方法や、定額料金を定める方法があります。



「（２） 開設・運営に関する考えの検討」全般にかかる費用の考え方について、あらかじめ定めておく

必要があります。

費用に関する次のことを検討し、定めておきましょう。

（３） 開設・運営にかかる費用の考え方の検討
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災害救助法が適用された場合には、対象経費の実費を加算できる！

【対象経費】

 おおむね10人の対象者に１人の生活に関する相談等に当たる職員等の配置経費

 高齢者、障害者等に配慮した簡易洋式トイレ等の器物の費用

 日常生活上の支援を行うために必要な消耗器材費

ⅲ 支援人材の確保にかかる費用

指定福祉避難所の開設・運営にあたり、施設側が増員した分の人件費が発生した場合には、市町か

ら施設に実費で支払う方法や、定額料金を定める方法があります。



（１） 設置・運営に関する調整

施設との調整・協定締結等

① 施設の受入体制に関する状況を確認する

指定候補となる施設の管理者等に対して、指定福祉避難所への避難対象となる要配慮者について

の受入可能性を確認するとともに、可能な場合の受入対象者と場所、規模、受入基準や要件に対する

充足性を明らかにすることを基本に、施設の受入体制に関する状況について確認・把握します。具体

的には次の事項を確認します。

指定福祉避難所の候補となる施設との間で、設置・運営について調整した上で、協定を締結します。

既に協定を結んでいる場合は、実効性確保の観点から協定内容等を見直します。
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（2） 協定の締結

「通所施設」の場合は、宿泊機能が備わっておらず、また夜間の対応を可能とする専門的な人材

がいない一方で、その施設が要配慮者の支援に大いに役立つ機能を有していることもあります。

そのため、「通所施設」などは、災害時に「指定福祉避難所」としてどのように要配慮者を受入れ

られるかを検討し、利用条件を整理しておくことが重要です。

日頃の利用状況を踏まえ、利用条件の整理！

③ 施設における受入可能場所および受入可能人数を設定する

市町であらかじめ整理した「環境整備」の考え方（p.32）などを踏まえて、当該施設の受入可能な場

所と広さ、受入可能人数を整理し、施設管理者等と協議の上、場所及び利用規模（人数）を設定します。

指定福祉避難所では、家族や支援者による介護・介助が必要となるため、支援を行う家族等を

含めて、受入スペースや必要規模を整理する必要があります。

家族を受入れるスペースも確認！  支払等

 契約保証金

 報告等

 個人情報の保護

事例 協定書と委託契約書の締結

 物資の支援

 費用の負担

 対象者の移送

 人的支援

【協定書の項目の例】

 受入対象者

 開設・避難者の受入れ

 開設期間

 管理運営・業務

 想定する受入可能人数

 守秘義務

 協議

 効力（協定期間等）

熊本県人吉市では、上記のような項目からなる協定書をもとに施設と協定を締結後、これとは別に、

毎年「委託契約書」を締結しています。「委託契約書」の締結にあたっては、毎年、市の担当者が施設を

訪問しながら、具体的な費用などの取り決めを確認し、契約を更新しています。

② 施設と協定を締結する

災害時の指定福祉避難所の開設から閉鎖までの対応の流れについて相互理解を深めながら、市町

側と施設側とで協定内容について検討・確認し、協定を締結します。 この際、合意の得られた事項を

協定書に文書化します。協定書に示す主な事項は次のとおりです。

 権利義務の譲渡

 契約の解除

 協議

【委託契約書の項目】

 委託期間

 実施施設

 委託料（日帰りの場合/

宿泊を伴う場合）
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① 設置手続き、支援の内容・方法、費用負担などを確認する

施設管理者等との協議を経て整理した「市町と施設との役割分担」、「連絡や移送の体制」、運営上必

要な「支援物資・機材や支援人員の提供」、「開設・運用にかかる費用」などの考え方を基に、災害時の

「指定福祉避難所の開設・運営に関する協力」を依頼します。

□ 所在地の自然災害リスク

□ 建物の耐震性・耐水性

□ 施設周辺のアクセス

□ 送迎に関するスペースや

経路

□ 物資等の搬入等の経路

【主な確認事項】

□ 施設の種類

□ 福祉的支援機能

□ 入所・通所状況

□ 運営体制・職員配置

□ 送迎輸送状況

□ 連携・協力機関・団体

□ 受入可能な場所と広さ

□ 非常用電源の状況

□ 連絡や支援に必要な設備・

機材の状況

□ 入所・通所者向け備蓄状況

② 施設の利用条件を設定する

施設の種類と所在地の災害リスクを踏まえ、当該施設で想定する受入対象者や開設条件（災害種別、

人員体制を考慮し、どんなときに設置可能か）等の利用条件について、施設管理者等と協議の上、設

定します。

協定締結後は、定期的に施設を訪問するなどして、状況や協定内容を確認し、必要に応じて「内

容の見直し」をすることが重要です。

なお、「災害時の施設の利用」や「指定福祉避難所としての設置・運営」に関して、過去に社会福

祉施設等と協議し、既に協定を結んでいるような場合は特に、改めて協定内容を確認し、避難

の実効性確保の観点から内容を見直し、強化しましょう。

協定内容を継続的に見直し、内容の強化・充実化を！



（１） 設置・運営に関する調整

施設との調整・協定締結等

① 施設の受入体制に関する状況を確認する

指定候補となる施設の管理者等に対して、指定福祉避難所への避難対象となる要配慮者について

の受入可能性を確認するとともに、可能な場合の受入対象者と場所、規模、受入基準や要件に対する

充足性を明らかにすることを基本に、施設の受入体制に関する状況について確認・把握します。具体

的には次の事項を確認します。

指定福祉避難所の候補となる施設との間で、設置・運営について調整した上で、協定を締結します。

既に協定を結んでいる場合は、実効性確保の観点から協定内容等を見直します。
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（2） 協定の締結

「通所施設」の場合は、宿泊機能が備わっておらず、また夜間の対応を可能とする専門的な人材

がいない一方で、その施設が要配慮者の支援に大いに役立つ機能を有していることもあります。

そのため、「通所施設」などは、災害時に「指定福祉避難所」としてどのように要配慮者を受入れ

られるかを検討し、利用条件を整理しておくことが重要です。

日頃の利用状況を踏まえ、利用条件の整理！

③ 施設における受入可能場所および受入可能人数を設定する

市町であらかじめ整理した「環境整備」の考え方（p.32）などを踏まえて、当該施設の受入可能な場

所と広さ、受入可能人数を整理し、施設管理者等と協議の上、場所及び利用規模（人数）を設定します。

指定福祉避難所では、家族や支援者による介護・介助が必要となるため、支援を行う家族等を

含めて、受入スペースや必要規模を整理する必要があります。

家族を受入れるスペースも確認！  支払等

 契約保証金

 報告等

 個人情報の保護

事例 協定書と委託契約書の締結

 物資の支援

 費用の負担

 対象者の移送

 人的支援

【協定書の項目の例】

 受入対象者

 開設・避難者の受入れ

 開設期間

 管理運営・業務

 想定する受入可能人数
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 協議

 効力（協定期間等）

熊本県人吉市では、上記のような項目からなる協定書をもとに施設と協定を締結後、これとは別に、

毎年「委託契約書」を締結しています。「委託契約書」の締結にあたっては、毎年、市の担当者が施設を

訪問しながら、具体的な費用などの取り決めを確認し、契約を更新しています。

② 施設と協定を締結する

災害時の指定福祉避難所の開設から閉鎖までの対応の流れについて相互理解を深めながら、市町

側と施設側とで協定内容について検討・確認し、協定を締結します。 この際、合意の得られた事項を

協定書に文書化します。協定書に示す主な事項は次のとおりです。

 権利義務の譲渡

 契約の解除
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① 設置手続き、支援の内容・方法、費用負担などを確認する

施設管理者等との協議を経て整理した「市町と施設との役割分担」、「連絡や移送の体制」、運営上必

要な「支援物資・機材や支援人員の提供」、「開設・運用にかかる費用」などの考え方を基に、災害時の

「指定福祉避難所の開設・運営に関する協力」を依頼します。

□ 所在地の自然災害リスク

□ 建物の耐震性・耐水性

□ 施設周辺のアクセス

□ 送迎に関するスペースや

経路

□ 物資等の搬入等の経路

【主な確認事項】

□ 施設の種類

□ 福祉的支援機能

□ 入所・通所状況

□ 運営体制・職員配置

□ 送迎輸送状況

□ 連携・協力機関・団体

□ 受入可能な場所と広さ

□ 非常用電源の状況

□ 連絡や支援に必要な設備・

機材の状況

□ 入所・通所者向け備蓄状況

② 施設の利用条件を設定する

施設の種類と所在地の災害リスクを踏まえ、当該施設で想定する受入対象者や開設条件（災害種別、

人員体制を考慮し、どんなときに設置可能か）等の利用条件について、施設管理者等と協議の上、設

定します。

協定締結後は、定期的に施設を訪問するなどして、状況や協定内容を確認し、必要に応じて「内

容の見直し」をすることが重要です。

なお、「災害時の施設の利用」や「指定福祉避難所としての設置・運営」に関して、過去に社会福

祉施設等と協議し、既に協定を結んでいるような場合は特に、改めて協定内容を確認し、避難

の実効性確保の観点から内容を見直し、強化しましょう。

協定内容を継続的に見直し、内容の強化・充実化を！



（１） 受入対象者の確認

指定福祉避難所における直接避難の調整

① 直接避難すべき者（希望者含む）を検討する

「１．基本的な考え方の整理」を踏まえ、指定福祉避難所に直接避難すべき対象者について、検討しま

す。具体的には、次のような方が考えられます。

直接避難による指定福祉避難所への受入れの実効性を高めるため、受入対象者を調整します。
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（２） 受入対象者の調整

① 対象者の受入れ希望を確認する

対象者本人やその家族との協議を通じて、受入れに関する希望を確認・整理します。この際、あらか

じめ検討した避難先（候補）なども検討・調整します。

竹原市では、本人・家族の希望に応じて、個別避難計画の作成に合わせて施設と打合せを行い、事前

に受入れを調整しています。普段の利用者以外の方については、施設が本人の情報を把握していない

ため、事前に対応を協議することで、災害時には、どのような方を受入れる可能性があるのかが分か

り、対応しやすくなっています。

事例 個別避難計画の作成と合わせた施設との受入調整

指定福祉避難所の受入対象となる者に該当すれば、誰でも直接、施設に避難できるわけでは

ありません。直接避難にあたっては、本人の心身の状態や、本人・家族の意向を踏まえ、施設と

事前に協議し、受入れることができる環境を整備する必要があります。

日頃から施設を利用している場合は、できるだけ利用経験のある施設との調整を図ることで、

本人にとって馴染みのある施設に安心感を持って避難することができ、施設側にとっても、あ

らかじめ利用者の情報が分かっているため、具体的な受入準備を行うことができます。

本人や家族（介助者を含む）の意向を踏まえて調整！

② 直接避難すべき具体の対象者を抽出する

上記の検討結果を踏まえ、具体の対象者を抽出・整理します。整理にあたっては、避難の実効性や、

本人の状態に適した受入先（施設の種類等）を選定する必要などを踏まえ、次のような情報を明らか

にしておきます。

５

指
定
福
祉
避
難
所
に
お
け
る
直
接
避
難
の
調
整

【直接避難をすべき対象者の設定例】

 本人の状態（程度含む）から、特に避難支援等を必要とする者（要介護度〇以上）

 福祉専門職から指定福祉避難所に直接避難した方が良いと判断された者

 個別避難計画の対象者で本人や家族が直接避難を希望する者

③ 直接避難すべき具体の対象者の避難先（受入対象施設）を検討する

抽出した具体の対象者に必要な支援やその状態を踏まえて、適した避難先となる受入対象施設を検

討します。この検討においては、居住地と施設との距離など、施設の災害リスク等も踏まえて、候補を

選定します。

【把握する情報】

 住所

 家族（同居の有無を含む）、支援者の状況

 高齢者、障害者など必要な支援・配慮の

違い

 介護区分や障害の程度などの状態

 介助者の状況（昼間・夜間）

 その他（必要な医療的ケアやそれに伴う

電源の確保、衛生用品等、避難生活上の

留意点を含む）

 福祉サービスの利用状況

 服薬状況

個別避難計画の作成プロセスなどを通して、本人や家族、支援者等の意向や意見を聞きながら、

避難先を検討することで「直接避難」の実効性が高まります。

この場合、避難先（施設）への移動の方法やタイミング、避難先に望まれる環境なども検討して

おくことが重要です。

本人を交えて、避難先を検討しましょう！

障害者等について、例えば知的障害者や精神障害者（発達障害者を含む）の中には、障害特性によ

り急激な避難環境の変化に対応することが難しい場合があるなどから、平素から利用し、その環

境に慣れている施設へ直接避難をしたいとの声があります。

② 対象者の受入れについて施設と調整する

受入対象施設に対して、直接避難する対象者本人の状態や、家族を含めた希望を伝え、受入れに関

する調整を行います。

受入れにあたっての、市町・本人・施設による連絡や移送の体制や方法、指定福祉避難所での支援の

体制等について、相互に意識合わせをします。



（１） 受入対象者の確認

指定福祉避難所における直接避難の調整

① 直接避難すべき者（希望者含む）を検討する
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直接避難による指定福祉避難所への受入れの実効性を高めるため、受入対象者を調整します。
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個別避難計画の作成プロセスなどを通して、本人や家族、支援者等の意向や意見を聞きながら、

避難先を検討することで「直接避難」の実効性が高まります。

この場合、避難先（施設）への移動の方法やタイミング、避難先に望まれる環境なども検討して

おくことが重要です。

本人を交えて、避難先を検討しましょう！

障害者等について、例えば知的障害者や精神障害者（発達障害者を含む）の中には、障害特性によ

り急激な避難環境の変化に対応することが難しい場合があるなどから、平素から利用し、その環

境に慣れている施設へ直接避難をしたいとの声があります。

② 対象者の受入れについて施設と調整する

受入対象施設に対して、直接避難する対象者本人の状態や、家族を含めた希望を伝え、受入れに関

する調整を行います。

受入れにあたっての、市町・本人・施設による連絡や移送の体制や方法、指定福祉避難所での支援の

体制等について、相互に意識合わせをします。



（１） 指定福祉避難所の公示・周知

指定福祉避難所の公示・周知

① 指定福祉避難所について公示する

災害対策基本法第49条の７、同施行令第20条の６第1号～第5号（p.26に記載）に該当する指定

福祉避難所については、当該指定福祉避難所の施設管理者と受入対象者を調整の上、特定し、速やか

に県に通知するとともに、公示することが義務付けられています。

公示にあたっては、次の情報と併せて公示します。

施設管理者と調整し、受入対象者を特定した指定福祉避難所について、速やかに公示し、広く住民に

十分に周知します。
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【公示する情報】

 名称、所在地

 受入対象者（受入れる被災者等を特定する場合に限り、その旨）

 その他市町村長が必要と認める事項

② 指定福祉避難所について周知する

指定福祉避難所の名称、受入対象者等に関する情報について、あらゆる媒体を活用し、また様々な

機会を通じて、広く住民に周知します。周知の対象は全住民に及びますが、特に周知徹底したい対象

と具体的な周知の方法として、次が考えられます。

新潟県上越市では、施設の入り口に福祉避難所であることが分かる

ように掲示しています。

掲示には、「福祉避難所に直接避難できる人は、市が作成した個別避

難計画に福祉避難所が指定されている方のみです」と記載し、「 （市が

特定したもの） 」として、受入対象者を明確に示しています。

事例 施設の入り口への掲示

要配慮者とその家族に対しては、個別避難計画において避難先を検討する機会等を通じて、

指定福祉避難所とその受入対象者について周知するほか、日頃から要配慮者に接する機会の

ある民生委員や行政保健師、介護事業所、支援団体等を通じて、周知徹底を図ります。

パンフレットやハザードマップ等の提供を通じて周知を行うにあたっては、点字、音声、イラスト

を用いたり、文字を大きくするなど、要配慮者の心身の状況に応じて、理解しやすいよう工夫し

ます。

要配慮者が理解できるような工夫を！

その他受入対象者（※）住所名称

高齢者×× ＊-＊特別養護老人ホーム○○○

市が特定した者×× ＊-＊〇〇高齢者福祉センター

知的障害者、精神障害者×× ＊＊＊＊障害福祉サービス事業所△△

妊産婦・乳幼児×× ＊＊＊＊□□センター

要配慮者×× ＊＊＊＊地区センター○○○○

表2-6-1：公示の例

※家族も受入対象とする

【周知徹底する対象の例】

 要配慮者及びその家族、自主防災組織、支援団体等など、対象者本人や身近な支援者・団体

 災害対応機関や関係機関、医療・保健・福祉サービス提機関・事業者等

【周知方法】

 広報活動（広報誌やウェブサイト、ＳＮＳ等の活用、チラシやパンフレット、ハザードマップの配布）

 研修や訓練の機会 （要配慮者に関する各種研修会や勉強会、ワークショップや図上訓練）

京都府京都市では、福祉避難所及び妊産婦等福祉避難所に関する

チラシを作成し、市ホームページから誰でもダウンロードできるよう

にしています。

ホームページでは、「《皆様にお願いしたいこと》」として、熊本地震で

は、地震発生直後に一般の避難者が福祉避難所に殺到したため、福祉

避難所が役割を果たせなかった事例があることを紹介し、一般の避難

者と要配慮者の避難先が違うことへの地域住民の理解を促していま

す。

事例 チラシの作成
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指
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指定福祉避難所の受入対象者は、特定された要配慮者とその家族のみが避難できる施設である

ことを公示します。

受入対象者を、「高齢者」や「障害者」、「妊産婦・乳幼児」、「市町で特定した者」など特定する場合の

表記として、次のような場合が想定でき、対象者の状態や程度まで規定して記載することも考えられ

ます。

一般住民や要配慮者等への周知において、指定一般避難所等での避難生活が可能な避難者に対

しては、受入対象としない旨が十分伝わるように留意します。
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市町および施設における平常時の取組
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